
 

  

 

＜手続き要非確認フロー＞ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

はい 

※ 提出書類について疑義が生じた場合には、 
  同居の際には健康保険証の写し、 
  別居の際には仕送りの事実が確認できる通帳の写し・子が居住する家の契約者であることや家賃等の 
  支払を行っていることを証明できるもの等の提出を求めることがあります。 

必要書類を提出してください。 

① 児童手当 額改定認定請求書・額改定届 

② 監護相当・生計費の負担についての確認書 

③ 受給者本人の免許証やマイナンバーカード等の写し 

提出不要 

いいえ 

いいえ はい 

大学生年代のお子さん（平成１6 年４月２日～ 

平成 20 年４月１日生まれ）を監護し生活費などの

経済的負担を行いますか？ 

令和 8 年４月１日時点で 

３人以上のお子さんを養育していますか？ 


